
ある行政訴訟
 

私と南木弁護士が取り組んだ厚労省相手の訴訟。かなり長期の訴訟でしたが、勝訴しました。依頼者は重篤なうつ病。うつ病の場合にも、
重い場合には国民年金の障害年金の支給を受けることができます。この方はご夫婦で収入もままならない中、夫婦で支え合って生きてきま
した。

　ある時市役所の係の人からこの制度があることを知り、申請をしました。この制度では、申請した日以降の年金だけでなく、初診日から
１年半経過した日以降の分も受けられます。すなわち、申請した日から過去にさかのぼって受給できるのです。
この制度は、憲法に定められた社会保障の制度のひとつとして位置づけられています。そうなれば、申請する人の立場に立って審査して欲
しいところですが、申請日以降の支給は認められたものの、申請日からさかのぼって支給することは拒否されてしまいました。その原因は、
主治医意見書に書かれた、かつての主治医の医師の不用意な記載でした。しかし、その記載があっても全体を通じてみれば、以前から重症
だったことの予想は成り立つのに、お役所はその元主治医の僅かな記載を根拠に慎重な調査など一切することなく、拒絶しました。

訴訟では、依頼者さんの病状について医学的な証明を重ねると共に、あたかも間違い探しのように申請者の不利な所を探し回り、ひとつで
も見つけると特に調査も行うことなく切り捨てる国の姿勢を厳しく批判をしました。

長期にわたった訴訟でしたが、裁判所は基本的にこちらの主張を受け容れ、法廷でのご本人たちの証言を丁寧に聞き遂げてくれて、この度、
勝訴判決を得ることができた次第です。その後、国側も控訴することなく確定しました。

　社会保障の制度であってもこれを運用する人次第で社会保障の役割を果たすかどうかは変わります。人間の想像力や感性が問われた訴訟
でした。

 

弁護士　牧野　丘
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「気骨の裁判官」山本善彦裁判長
 

高浜原子力発電所３、４号機（福井県）の運転差止めを滋賀県の住民が求めた仮処分申請で、大津地裁（山本善彦裁判長）は２０１６年３
月９日、運転を認めない仮処分決定を下しました。
滋賀県住民の訴えに耳を傾け、一度事故が起きると取り返しのつかない被害が発生する危険を見据えた正当な判断だと思います。
 

山本善彦裁判長は、２０１３年３月１３日、派遣労働者が自動車メーカーのマツダに対して、正社員としての地位を求めた裁判で、山口地
方裁判所が派遣労働者の主張を認め、派遣労働者をマツダの正社員として保護した画期的な判断をした時の裁判長でもあります。
 

山本裁判長からすると憲法・法律と良心に基づき当たり前の判断をしたのでしょうが、気骨の裁判官は、現在も生きていると勇気をいただ
きました。
私も法曹の端くれとして、改めて頑張ろうという気持ちになりました。
 

弁護士　伊須　慎一郎
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2/18　志葉玲さんの講演会がありました。
２月１８日、フリージャーナリストの志葉玲さんを講師としてお招きして、講演会（志葉玲さんに聞く『戦場の実態から憲法９条・平和的
生存権の意義を考える』～知ることから始めよう～）を当事務所が主催し、６３名の方に参加していただきました。

戦争取材をされておられる志葉さんのお話をうかがい、戦場の実態を学び、戦争の悲惨さを改めて実感しました。

 

弁護士　德永　美之理
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民法改正
先日、埼玉青年税理士連盟（埼玉青税）さんにお招きいただき、税理士の先生方の学習会の講師を務めてきました。
テーマは「民法改正」。

現在の民法は、明治２９年に成立して以来、戦後に家族法が改正されたものの、財産法の分野はほとんど改正されないままの状態にありま
す。
そのため、時代に合わない内容があったり、法律制定時には想定されていなかった事態に関する規定がなかったりし、主に民法学者から、
民法の財産法の分野を改正すべきだという議論が起こってきました。

平成２１年から法制審議会で改正議論が始まり、平成２３年４月に公表された中間論点整理案では約５００項目もの改正について提案され
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ました。その後、検討が重ねられ、昨年国会に提出された改正法案では約２００の項目が改正の対象として挙がっています。

このうち、法務省が特に民法改正の提案理由としてあげる項目が次の４つです。
①消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備
②法定利率を変動させる規定の新設
③保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備
④定型約款に関する規定の新設

①原則１０年とされている消滅時効が、原則５年となる、②年５分で固定されてきた法定利率が年３分となり、その後も変動される、③保
証人保護のために、保証人が主債務者に情報開示を求めることができる、④これまで、やや曖昧な存在であった約款について明確なルール
が設けられる、などなど私たちの生活にも影響のある改正規定も多くあります。

今年の通常国会で改正法案が成立すれば、平成３１年４月に施行される予定です。
しっかりした準備をして、民法が改正された後も質の高いリーガルサービスをご提供していきます。

 

弁護士　佐渡島　啓
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埼労連・埼玉土建・建設埼玉　新春旗開きに参加してきました
１月９日、埼労連旗開き。
伊藤稔新議長、挨拶は苦手だとおっしゃりながら、すてきなお話しでした。
賴髙蕨市長の挨拶が元気でした。市民の立場で一貫して市政を運営すれば、赤字も減らし、福祉も充実させることができる、という光明を
見いだすことができるお話しでした。

１月１０日、埼玉土建旗開き。
土建の団結力を感じることができる力強い旗開きでした。
建設埼玉や群馬の組合からもご挨拶があり、業者の団体の方が力を合わせておられる様子が力強く感じられました。

１月１２日、建設埼玉旗開き。
県知事、県内選出の国会議員が勢ぞろいする壮観な旗開きでした。
理由は知事によると「建設埼玉は面倒見が良いから」だそうです。民主党枝野幹事長が居並ぶ自民党国会議員を前にして「アベノミクスと
いうけれど、民主党政権時代の方が経済成長率が高かった。」と発言したのは印象的でした。
国民の目を経済にそらそうとしても、その経済ががたがたです。

今年は、参議院選挙の年、衆議院解散による衆参同時選挙の可能性も言われています。
昨年の国会前のコール「いうことをきかせる番だ、俺たちが」を実現して、日本に立憲主義と平和主義を取り戻すために頑張ろうとの決意
を新たにした、各旗開きでした。

弁護士　髙木　太郎
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クーちゃん
クーちゃんは落ち着きがない。

クーちゃんはおばあちゃんである。

クーちゃんは散歩が大好きだ。

クーちゃんは猫まんまが大好きだ。

ちなみにクーちゃんはポメラニアンだ。

クーちゃんだけがパパの帰りを待っている。

パパもクーちゃんが大好きだ。
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弁護士　髙木　太郎

アスベスト被害の救済（曙ブレーキ訴訟の和解解決）
 

曙ブレーキ工業株式会社という、ブレーキ会社に対し、アスベストによる被害をうけた方々が損害賠償を請求した事件が、昨年１２月２５
日、和解により解決しました。
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裁判を起こす前の活動を開始してから約６年、裁判を起こしてから３年以上経過しての解決でした。

本当に長い時間がかかってしまいましたが、原告の皆さんは、涙を流して喜び、「これでやっと亡くなった夫の墓前に手を合わせられる。」
と言ってくれました。本当に、やりがいのある仕事をさせていただきました（詳細は、埼玉アスベスト弁護団のホームページをご覧くださ
い。　－ホームページはこちら－）。

 

アスベスト被害というものは本当に恐ろしいものです。

アスベストは、体内に埋め込まれた時限爆弾のように、吸い込んでから数十年後に、突然、爆発します。それまで、自覚症状がほとんどな
くても、発症に気が付いた時には手遅れの場合がほとんどです。そして、咳や淡がおさまらず、満足に眠ることもできず、呼吸も困難にな
り、苦しんで苦しんで亡くなっていきます。
そして、残念ながら、おそらくアスベスト被害はこれからも増え続けてしまいます。

 

僕は、埼玉アスベスト弁護団という、埼玉弁護士会に所属するアスベスト被害撲滅に取り組む弁護士の有志で結成した弁護団の事務局長を
務めています（これも６年近くになるでしょうか）。

 

アスベスト被害を受けたのではないかと思われる方は、ぜひ、ご連絡ください。アスベスト被害は、泣き寝入りすべきものではなく、救済
されるべきものです。
埼玉アスベスト弁護団、そして、埼玉総合法律事務所は、今後も、アスベスト被害の撲滅、救済に取り組んでいきます。

 

弁護士　竹内　和正
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クラシックコンサート
 
先日、東京国際フォーラムで行われた「世界まるごとクラシック２０１６」のコンサートに行ってみました。
指揮者兼司会の青島広志さんの弾丸トーク、突如始める指揮、等々にビックリしましたが、クラシックコンサートを身近なものに、大人も
子どもも楽しめるように、と奮闘する姿が印象的でした。
 
世の中が不穏になると、真っ先に切り捨てられるのが文化や芸術です。生き残るためには支持者を増やさなければならず、その分野に携わ
る人々は模索しているのですね。
 
ちなみになぜこのコンサートに行ったかというと、映画「スターウォーズ」のテーマ曲を生で聴くためでした。満足しました。
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弁護士　谷川　生子

 

 
 

本
 

あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
 

昨年の年末は裁判所が特に混み合い、裁判の時間を待つ弁護士が多かった気がします。
この裁判の待ち時間に、本を読んで過ごしている弁護士の方をよく見かけます。
私も裁判と裁判の合間の待ち時間や、電車での移動時間に本を読んで過ごすことが多いです。本を読むと気分転換になりますし、いつも鞄
の中に本を一冊入れて持ち歩いています。
 

今は、レイモンド カーヴァーの「大聖堂」という短編集を持ち歩いています。
とても素敵な短編集なのですが、中でも「ささやかだけれど、役にたつこと」という短編には、心を揺さぶられました。人の悲しみに共感
することの大切さが書かれている話です。
 

さて、今年は、何冊の本を読むことができるのでしょうか。
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弁護士 月岡 朗
 
 

宇治の古老柿（ころがき）、再び
再び、宇治の古老柿（ころがき）が届きました。山岳部時代の友人からです。年末、蝶ヶ岳に登る前に、送ってくれたようです。
「まさしくその土地の文化を象徴するもの。こうした地方のよき伝統や文化を破壊していくのが、アベノミクスであり『農業改革』で
す。」。この贈り物に込められたメッセージです。

弁護士　猪　股　　正
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